
社会福祉法(抄)

(経営の原則)

第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として

ふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にそ

の経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの

質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。

(福祉サービスの質の向上のための措置等)

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サー

ビスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常

に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サ

ービスを提供するよう努めなければならない。

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上

のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適

切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければな

らない。


